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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年５月２６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市家島港 

 尾崎鼻灯台から真方位１２６°２２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４１.０′ 東経１３４°３２.３′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二十五宝
ほう

祥
しょう

丸、４９４トン 

   １３４１８７、宝祥海運建設株式会社 

   ６９.０２ｍ×１３.００ｍ×７.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成８年１１月 

Ｂ 石材・砂利採取運搬船 第五十二明 力
みょうりき

丸、４００トン 

   １３１８４６、株式会社ウメサキ 

   ５７.０ｍ×１２.０ｍ×６.０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、平成元年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年１２月５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１８年４月１１日 

    免状有効期間満了日 平成２３年１２月４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５７歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５３年４月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月４日 

    免状有効期間満了日 平成２７年１１月３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に凹損 

Ｂ 船首部に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、家島港の尾崎鼻南東側において、両舷錨を使用して船尾から係

留索２本を取り、船尾係留をしていた。 

Ａ船は、乗組員が全員上陸した状態で係留中、平成２２年５月６日１２

時３０分ごろ、Ｂ船が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、家島港において、両舷錨を使用
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し、船尾から係留索を取って係留作業中、船首が南南東風により左方に圧

流され、６日１２時３０分ごろ、Ｂ船の船首部とＢ船の風下に当たる左舷

側で係留中のＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ６ 

海象：潮汐 下げ潮中央期 

神戸海洋気象台が５月６日１１時３５分瀬戸内海に海上風警報、１５時

３４分播磨南西部に強風、波浪注意報を発表 

 その他の事項  Ａ船は、５月の連休中であったので、乗組員が全員上陸していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし Ｂ 不明 

Ａ なし Ｂ 不明 

Ａ なし Ｂ あり 

 Ａ船は、家島港の尾崎鼻南東側において、両舷

錨を使用して船尾係留中、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、家島港の尾崎鼻南東側において、両舷

錨を使用して船尾係留作業中、風力６の風を右舷

船首方向から受けて船首が左方に圧流されたこと

から、風下側で係留していたＡ船と衝突したもの

と考えられるが、Ｂ船から詳細な情報を得ること

ができなかったことから、衝突時の操船状況等に

ついては明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、家島港の尾崎鼻南東側において、Ａ船が両舷錨を使用して船

尾係留中、Ｂ船が両舷錨を使用して船尾係留作業中、Ｂ船が、風力６の風

を右舷船首方向から受けて船首が左方に圧流されたため、風下側のＡ船と

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




